
　

「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
」
に
つ
い
て
は
政
府
と
民
主
党
に
よ
る
協
議
・

調
整
の
結
果
、
二
〇
一
一
年
七
月
一
日
の
閣
議
に
「
成
案
」
が
報
告
さ
れ
た
後
、

社
会
保
障
に
関
し
て
は
厚
生
労
働
省
の
関
連
審
議
会
な
ど
で
審
議
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
ま
と
め
を
も
と
に
行
政
側
と
し
て
五
大
臣
会
議
（
国
家
戦
略
・
総
務
・
財

務
・
厚
生
労
働
・
少
子
化
対
策
）
、
与
党
側
と
し
て
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
調
査
会
（
細
川
律
夫
会
長
）
を
舞
台
に
調
整
が
行
わ
れ
、
一
二
月
二
〇
日
に

「
一
体
改
革
素
案
骨
子
（
社
会
保
障
部
分
）
」
が
発
表
さ
れ
た
。
「
素
案
骨
子
」

で
は
「
成
案
」
で
提
起
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、
「
二
〇
一
二
年
通
常
国
会
に

法
案
を
提
出
す
る
」
「
提
出
を
め
ざ
す
」
「
提
出
に
向
け
て
検
討
」
「
二
〇
一
五

年
以
降
の
導
入
に
向
け
て
検
討
」
「
引
き
続
き
検
討
」
「
将
来
課
題
」
等
の
表
現

で
、
実
施
に
向
け
た
距
離
が
表
現
さ
れ
た
。

　

七
月
の
成
案
自
体
が
政
府
与
党
調
整
結
果
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
そ
の
具
体

化
の
検
討
に
当
た
っ
て
政
府
与
党
内
部
で
は
入
り
口
か
ら
の
議
論
が
蒸
し
返
さ

れ
た
。
こ
れ
は
調
整
が
未
熟
だ
っ
た
か
、
政
府
・
与
党
が
そ
れ
ぞ
れ
組
織
の
体

を
成
し
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
た
だ
、
成
案
に
書
か
れ
た
内
容
に
は
地
公
退
と

し
て
同
意
で
き
な
い
項
目
も
多
数
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
退
職
者
連
合
に
結
集

し
て
意
見
反
映
に
努
め
て
き
た
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
運
動
の
余
地
が
残
っ
て

い
る
と
も
い
え
る
。

　

今
後
の
検
討
状
況
に
留
意
し
な
が
ら
当
面
す
る
制
度
改
革
に
向
け
て
私
た
ち

の
要
求
実
現
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

給
付
と
財
源
を
数
値
で
論
ぜ
よ 

―
消
費
税
五
％
引
き
上
げ
の
具
体
的
検
討
―

　

一
体
改
革
の
税
に
関
し
て
は
政
府
税
調
の
検
討
と
民
主
党
の
税
調
の
検
討
が

並
行
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
成
案
で
は
消
費
税
を
段
階
的
に
五
％
引
き
上
げ

る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
は
野
党
の
み
な
ら
ず
与
党
の
一
部
か
ら

も
成
案
に
対
す
る
ち
ゃ
ぶ
台
返
し
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
政
策
・
財
政
の
あ
り

方
、
基
幹
三
税
を
中
心
と
す
る
適
正
な
税
負
担
を
語
ら
ず
、
耳
あ
た
り
の
良
い

そ
の
場
し
の
ぎ
の
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
・
根
拠
を
欠
く
印
象
付
け
で
選
挙
対
策
を

し
た
が
る
と
し
た
ら
、
政
治
よ
り
自
分
の
議
員
と
し
て
の
就
職
活
動
を
優
先
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
〇
〇
〇
兆
円
を
超
え
る
公
債
を
さ
ら
に
大
量
発
行
し
て
発
散
の
危
機
に
さ

ら
そ
う
と
す
る
の
か
、
社
会
保
障
給
付
を
大
幅
に
削
減
し
よ
う
と
す
る
の
か
。

優
先
順
位
の
低
い
事
業
を
廃
止
縮
小
し
て
も
、
長
期
に
わ
た
る
社
会
保
障
給
付

財
源
を
賄
う
金
額
は
出
て
こ
な
い
。

　

国
民
に
正
確
な
情
報
を
提
供
し
て
適
正
な
税
負
担
・
社
会
保
険
料
負
担
を
呼

び
か
け
る
の
は
与
野
党
を
問
わ
ず
政
治
の
責
務
で
あ
る
。
政
治
に
携
わ
る
者
に

は
党
派
を
問
わ
ず
、
議
員
と
し
て
の
自
己
保
身
を
優
先
す
る
こ
と
な
く
、
望
ま

し
い
社
会
保
障
給
付
と
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
財
源
に
つ
い
て
数
値
を
も
っ
て
提

言
す
る
こ
と
を
切
望
す
る
。

　

以
下
、
年
金
に
関
連
す
る
課
題
を
記
載
す
る
。

年
金
制
度
、
賛
成
で
き
な
い
項
目
も

　

一
体
改
革
素
案
が
年
金
制
度
に
つ
い
て
提
起
し
た
主
な
項
目
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

項　
　
　

目

政
府
の
取
り
扱
い
方
針

地
公
退
の
意
見

新
し
い
年
金
制
度
の
創
設

① 

職
種
を
問
わ
な
い
所
得
比

例
年
金

②
税
財
源
の
最
低
保
障
年
金

国
民
的
な
合
意
に
向
け
た
議

論
や
環
境
整
備
を
進
め
平
成

二
五
年
の
国
会
に
法
案
を
提

出

反
対

基
礎
年
金
国
庫
負
担
二
分
の

一
の
恒
久
化

二
四
年
度
国
会
に
法
案
提
出

賛
成

低
所
得
者
へ
の
基
礎
年
金
加

算

二
四
年
度
国
会
へ
の
法
案
提

出
に
向
け
て
検
討

反
対

受
給
資
格
期
間
の
短
縮

同
右

反
対

高
所
得
者
の
基
礎
年
金
の
税

負
担
分
減
額
（
税
制
抜
本
改

革
と
共
に
検
討
）

同
右

賛
成

物
価
ス
ラ
イ
ド
特
例
分
の
解
消

二
四
年
度
国
会
に
法
案
提
出

反
対

産
休
期
間
中
の
保
険
料
負
担

免
除

二
四
年
度
国
会
へ
の
法
案
提

出
に
向
け
て
検
討

賛
成

短
時
間
労
働
者
に
対
す
る
厚

生
年
金
の
適
用
拡
大

二
四
年
度
国
会
へ
の
法
案
提

出
に
向
け
て
関
係
者
の
意
見

を
き
き
な
が
ら
検
討

三
号
、
配
偶
者
控
除
と
併
せ

検
討

賛
成

被
用
者
年
金
一
元
化

一
九
年
法
案
を
ベ
ー
ス
に
二

四
年
度
国
会
へ
の
法
案
提
出

に
向
け
て
検
討

賛
成
（
条
件
付
）

第
三
号
被
保
険
者
制
度
見
直

し

短
時
間
加
入
・
配
偶
者
控
除
見

直
し
と
共
に
引
き
続
き
検
討

二
分
二
乗
反
対

デ
フ
レ
下
の
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
適
用

引
き
続
き
検
討

反
対

在
職
老
齢
年
金
の
見
直
し

同
右

賛
成

標
準
報
酬
上
限
の
見
直
し

同
右

賛
成

支
給
開
始
年
齢
引
き
上
げ

将
来
課
題

現
役
判
断
尊
重

　

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
地
公
退
の
見
解
は
地
公
退
ニ
ュ
ー
ス
一
〇
四
号
に
概

要
を
記
載
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
看
過
で
き
な
い
の
は
、
七
月
の
成
案
で
事
実

上
先
送
り
し
た
は
ず
の
「
新
し
い
年
金
制
度
の
創
設
」
を
素
案
で
再
度
取
り
上

げ
、
「
国
民
的
な
合
意
に
向
け
た
議
論
や
環
境
整
備
を
進
め
平
成
二
五
年
の
国

会
に
法
案
を
提
出
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
公
退
が
、
実
現
可
能
性

か
ら
も
、
制
度
の
あ
り
方
か
ら
も
批
判
し
、
構
想
の
速
や
か
な
撤
回
を
求
め
て

き
た
課
題
で
、
政
府
案
に
深
い
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

二
〇
一
二
年
度
の
年
金
額
―
減
額
の
見
通
し

　

二
〇
一
二
年
度
の
年
金
額
は
、
例
年
の
日
程
で
あ
れ
ば
一
月
二
七
日
（
二
六

日
の
属
す
る
週
の
金
曜
）
に
公
表
さ
れ
る
消
費
者
物
価
指
数
と
あ
わ
せ
て
発
表

さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。
報
道
で
は
△
〇
・
三
％
程
度
の
切
り
下
げ
（
四
月
実

施
）
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
一
体
改
革
素
案
骨
子
で
は
「
物
価

ス
ラ
イ
ド
特
例
分
二
・
五
％
を
平
成
二
四
年
度
か
ら
二
六
年
度
の
三
年
間
で
解

消
し
、
平
成
二
四
年
度
は
一
〇
月
か
ら
（
〇
・
九
％
減
額
）
実
施
。
二
四
年
度

通
常
国
会
に
法
案
提
出
」
と
し
た
。
地
公
退
は
「
一
般
的
に
年
金
額
は
物
価
ス

ラ
イ
ド
す
べ
き
で
あ
り
、
本
来
水
準
と
実
水
準
の
差
が
長
期
に
存
続
す
る
こ
と

は
不
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
例
水
準
は
受
給
者
が
制
度
変
更
と
一
体
の
経

過
措
置
と
し
て
受
け
容
れ
た
経
過
が
あ
り
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
考
え

て
い
る
。
ま
し
て
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
明
記
し
た
所
得
税
の
「
老
年
者
控
除
」

と
「
公
的
年
金
控
除
」
復
元
を
実
施
せ
ず
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
無
い
年
金
の
物

価
ス
ラ
イ
ド
特
例
解
消
を
先
行
し
て
強
行
す
る
の
は
許
せ
な
い
。
退
職
者
連
合

と
共
に
引
き
続
き
要
求
行
動
を
展
開
す
る
方
針
で
あ
る
。

　

二
〇
一
二
年
二
月
一
五
日
午
後
に
は
国
会
行
動
を
検
討
し
て
い
る
。

社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
素
案
骨
子
（
社
会
保
障
部
分
）
ま
と
ま
る
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次
年
度
税
制
の
方
向
を
決
め
る
税
制
改
革
大
綱
は
一
二
月
一
〇
日
に
決
定
さ

れ
た
。
昨
年
大
き
な
期
待
を
背
景
に
提
起
さ
れ
た
納
税
者
憲
章
は
、
野
党
の
説

得
に
失
敗
し
た
結
果
、
見
送
り
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

　

年
金
に
関
す
る
所
得
税
の
「
老
年
者
控
除
」
と
「
公
的
年
金
控
除
」
復
元
に

つ
い
て
は
、
退
職
者
連
合
等
の
強
い
働
き
か
け
に
よ
り
厚
生
労
働
省
税
制
改
正

要
望
に
記
載
さ
れ
た
が
、
税
調
で
は
「
二
〇
一
三
年
度
以
降
の
検
討
課
題
」
と

さ
れ
た
。

　

こ
こ
で
年
金
に
関
す
る
所
得
税
の
「
老
年
者
控
除
」
と
「
公
的
年
金
控
除
」

に
つ
い
て
再
度
課
題
の
整
理
を
し
て
お
く
。

＜

か
つ
て
の
制
度＞

　

高
齢
者
に
対
す
る
所
得
税
等
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
四
年
の
制
度
改
悪
ま
で
は

次
の
二
つ
の
控
除
が
あ
っ
た
。

① 　

老
年
者
控
除
：
所
得
税
で
は
五
〇
万
円
、
地
方
税
で
は
四
八
万
円
を
所
得

か
ら
控
除
す
る
制
度
で
所
得
が
一
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
六
五
歳
以
上
の
者
に

適
用

② 　

公
的
年
金
控
除
：
年
金
か
ら
一
定
額
（
年
金
収
入
の
額
に
応
じ
て
算
出
さ

れ
る
額
＝
定
額
・
定
率
・
最
低
保
障
つ
き
）
を
控
除
す
る
制
度
で
、
特
に
六

五
歳
以
上
は
高
い
控
除
額
。

＜

二
〇
〇
四
年
三
月
制
度
変
更＞

　

し
か
し
、
二
〇
〇
四
年
に
当
時
の
自
公
政
権
は
、
現
役
に
比
し
て
高
齢
者
の

優
遇
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
理
屈
で
控
除
制
度
を
改
悪
し
た
。

　

こ
の
結
果
所
得
税
は
二
〇
〇
五
年
一
月
か
ら
（
二
〇
〇
六
年
の
確
定
申
告
時

か
ら
）
、
住
民
税
は
二
〇
〇
六
年
一
月
よ
り
廃
止
・
削
減
さ
れ
た
控
除
が
施
行

さ
れ
た
。

●　

老
年
者
控
除
：
廃
止

●　

 

公
的
年
金
控
除
：
最
低
保
障
額　

一
四
〇
万
円
→
一
二
〇
万
円　

　
　
　
　
　
　
　
　

定
額
控
除　

一
〇
〇
万
円
→
五
〇
万
円　

な
ど

＜

問
題
点＞

　

私
た
ち
は
当
時
次
の
点
を
指
摘
し
て
こ
れ
に
反
対
し
た
が
、
自
公
政
権
は
改

悪
を
強
行
し
た
。

① 　

現
役
に
比
し
て
優
遇
と
い
う
が
、
年
金
は
も
と
も
と
生
活
保
障
原
理
で
給

付
上
限
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
仕
組
み
で
あ
る
。
受
給
者
は
年
金
を
唯
一
の
生

活
基
盤
と
し
て
い
る
者
が
大
半
で
あ
り
、
従
来
の
控
除
は
そ
の
水
準
を
保
障

す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
控
除
削
減
・
廃
止
で
そ
の
水
準
を
割
り
込
む
こ

と
は
認
め
が
た
い
。

② 　

国
保
・
介
護
保
険
料
な
ど
多
く
の
社
会
保
険
料
は
現
在
、
税
額
連
動
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
措
置
は
税
額
増
に
加
え
て
、
大
き
な
保
険
料
増
を
も
た

ら
し
て
い
る
。

●　

 

当
時
の
運
動
・
国
会
で
の
追
及
の
結
果
、
坂
口
厚
生
労
働
大
臣
も
保
険
料
の

論
理
に
照
ら
し
て
「
収
入
が
変
わ
ら
な
い
の
に
（
他
の
所
得
形
態
の
者
は
変

わ
ら
な
い
中
で
）
年
金
所
得
者
の
み
が
保
険
料
引
き
上
げ
に
な
る
」
こ
と
は

問
題
あ
り
と
表
明
せ
ざ
る
を
得
ず
、
数
年
間
に
わ
た
り
保
険
料
の
激
変
緩
和

措
置
が
と
ら
れ
た
。

＜

動
向
・
主
張＞

① 　

制
度
施
行
後
、
退
職
者
連
合
を
中
心
に
年
金
受
給
者
の
声
を
結
集
し
た
運

動
の
結
果
、
民
主
党
は
二
〇
〇
九
年
七
月
に
発
表
し
た
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
で
「
一
九
・
年
金
受
給
者
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
。＜

政
策
目
的＞

年
金

受
給
者
の
負
担
を
軽
減
し
、
高
齢
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
。＜

具
体
策＞

公
的
年
金
控
除
の
最
低
保
障
額
を
一
四
〇
万
円
に
戻
す
。
老
年
者
控
除
五
〇

万
円
を
復
活
す
る
。＜

所
要
額＞

二
四
〇
〇
億
円
程
度
」
と
記
し
選
挙
に
臨

ん
だ
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
歓
迎
し
投
票
の
判
断
基
準
の
ひ
と
つ
と
し
た
。

② 　

政
権
交
代
後
、
退
職
者
連
合
は
こ
の
課
題
を
最
重
点
要
求
に
位
置
づ
け
、

新
政
権
及
び
与
党
と
の
間
で
実
現
に
向
け
て
要
請
を
反
復
し
て
い
る
。
二
〇

〇
九
年
秋
の
政
府
税
調
の
議
論
に
期
待
し
た
が
、
討
論
で
は
「
次
年
度
に
検

討
す
る
配
偶
者
控
除
問
題
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う

問
題
意
識
が
示
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
最
終
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
税
制
改

革
大
綱
」
で
は
言
及
が
な
か
っ
た
。

③ 　

退
職
者
連
合
は
二
〇
一
〇
年
参
院
選
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
再
び
明
記
す
る
よ

う
民
主
党
要
請
を
続
け
た
が
、
こ
れ
に
は
盛
り
込
ま
れ
ず
、
総
選
挙
時
の
対

応
と
一
貫
性
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
。

④ 　

同
年
、
長
妻
厚
生
労
働
大
臣
は
、
彼
が
力
説
し
た
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

事
項
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
省
の
税
制
改
正
要
望
事
項
に
こ
の
件
を
盛

り
込
ま
な
か
っ
た
が
、
退
連
の
継
続
的
取
り
組
み
の
結
果
、
二
〇
一
一
年
九

月
小
宮
山
厚
生
労
働
大
臣
は
「
高
齢
者
の
生
活
の
安
定
を
図
る
見
地
か
ら
、

老
年
者
控
除
の
復
活
を
は
じ
め
、
年
金
受
給
者
の
税
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
」
と
要
望
し
た
。
政
府
税
調
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
一
二
月
一

日
の
会
議
で
「
平
成
二
五
年
度
以
降
の
検
討
課
題
と
す
る
（
社
会
保
障
と
税

の
一
体
改
革
に
係
る
審
議
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
も
の
も
含
む
）
」
取
り
扱

い
と
し
た
。

⑤ 　

ま
た
、
一
昨
年
以
来
税
調
で
は
扶
養
控
除
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
今
後
は

配
偶
者
控
除
が
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
配
偶
者
控
除
自
体
の
あ
り
方
は

検
討
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
万
が
一
に
も
年
金
関
連
控
除
復
元
要
求
が

実
現
し
な
い
ま
ま
廃
止
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
年
金
受
給
者
に
は

さ
ら
な
る
負
担
の
積
み
重
ね
に
な
り
決
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

民
主
党
の
税
制
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方
は
、「
所
得
控
除
か
ら
税
額
控
除
・

給
付
つ
き
税
額
控
除
・
手
当
て
へ
」
で
あ
り
、
こ
れ
自
体
は
望
ま
し
い
方
向
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
て
ら
せ
ば
、
総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
所
得
控
除
の
拡

大
（
復
元
）
と
い
う
方
向
の
違
う
テ
ー
マ
が
同
居
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。
し

か
し
、
少
な
く
と
も
市
民
が
投
票
判
断
基
準
と
し
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
記
載
事
項

は
履
行
し
、
そ
の
後
に
あ
る
べ
き
税
制
改
革
を
体
系
的
に
提
案
す
べ
き
で
あ
る
。

年
金
の
減
額
問
題
に
つ
い
て

―
退
職
者
連
合
の
主
張
―

　

政
府
は
、
一
九
九
九
年
以
降
、
物
価
が
下
落
し
た
際
年
金
生
活
者
の
生
活
を
考

慮
し
政
治
判
断
で
年
金
を
減
額
せ
ず
据
え
置
い
た
（
物
価
ス
ラ
イ
ド
特
例
水
準
）。

　

爾
後
、
特
例
水
準
以
下
に
物
価
が
下
落
し
た
と
き
は
年
金
額
が
減
額
さ
れ
る
が
、

特
例
水
準
分
は
将
来
の
物
価
上
昇
で
相
殺
す
る
こ
と
と
し
年
金
額
に
は
手
を
付
け

な
い
こ
と
と
し
て
毎
年
国
会
で
全
会
一
致
法
案
が
成
立
し
て
い
た
。
本
来
水
準
と

特
例
水
準
の
差
が
現
在
二
・
五
％
あ
る
。

　

政
府
は
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
一
環
と
し
て
こ
れ
を
来
年
度
か
ら
三

年
で
解
消
（
減
額
）
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
毎
年
平
均
〇
・
八
～
〇
・
九
％
の
減

額
）。

　

退
職
者
連
合
は
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
維
持
論
か
ら
こ
の
特
例
水
準
は
い
ず
れ
解
消

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

　

特
例
水
準
に
つ
い
て
、
当
初
政
府
が
説
明
し
た
物
価
上
昇
分
で
は
解
消
で
き
な

い
経
済
情
勢
で
あ
り
、
年
金
額
の
減
額
に
よ
り
そ
の
差
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
の

な
ら
、
民
主
党
政
府
は
そ
の
前
に
総
選
挙
で
公
約
し
た
「
公
的
年
金
控
除
」
と

「
老
年
者
控
除
」
復
元
の
選
挙
公
約
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
次
に
選
挙
公
約

に
無
い
年
金
減
額
に
手
を
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
際
に
は
丁
寧
な
説

明
と
充
分
な
経
過
期
間
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

退
職
者
連
合
は
、
民
主
党
が
選
挙
で
公
約
し
た
年
金
課
税
問
題
を
放
置
し
た
ま

ま
選
挙
の
際
に
は
何
ら
触
れ
な
か
っ
た
年
金
の
減
額
を
、
し
か
も
自
公
政
権
時
代

に
自
ら
の
党
も
同
意
し
た
施
策
を
破
棄
し
、
年
金
の
減
額
を
強
行
す
る
こ
と
に
は

絶
対
に
反
対
で
あ
る
。

　

特
に
、
特
例
水
準
を
解
消
し
た
後
に
デ
フ
レ
下
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
発
動

を
企
図
す
る
な
ど
は
論
外
で
あ
る
。

　

年
金
制
度
は
超
長
期
的
に
安
定
し
た
制
度
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
受
給
者
の
不

信
感
を
招
く
よ
う
な
こ
と
は
厳
に
慎
ん
で
ほ
し
い
。
民
主
党
政
府
が
高
齢
者
の
不

信
を
増
幅
さ
せ
な
い
こ
と
を
切
に
望
む
も
の
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
度

税
制
改
革
大
綱
と
所
得
税
控
除


